
様式４ 

                               令和４年４月２５日 

 

        高麗川地区第１回学校運営協議会会議録 

 

 本高麗川地区第１回学校運営協議会の会議結果は、次の通りです。 

日     時 令和４年４月２５日（月） 

場     所 日高市立高麗川小学校 

 

出  席  者 

栗原 矢野 高麗 中野 馬場 小坂井指導幹  

谷口 塚越 今野 

半田 青木 大山 林 藤倉 初野 

欠  席  者  

審 議 事 項 

及び決定事項等 

１ 学校運営協議会について 

  概要説明 

 

２ 会長・副会長の選任について 

  会長  栗原 

  副会長 矢野 

 

３ 地域学校協働活動推進委員の推薦、承認 

  今野利弘 

 

４ 学校経営基本方針の承認 

  高麗川小学校 

  「夢いっぱい 笑顔いっぱい 希望あふれる高麗川っ

子の育成」 

  高麗川中学校 

  「できないをできるに変え、夢ある未来を拓く学校」 

  小中共通目標 

  「ふるさとを愛し、自ら進んで学ぶ、心豊かな高麗川 

っ子」 

 

５ 今後の日程について 

  ６月２２日（水）１０：００～ 高麗川中学校にて 



会 議 資 料 １ 学校運営協議会概要説明資料 

２ 地域学校協働本部概要説明資料 

３ 学校運営協議会活動計画書 

４ 高麗川小中学校グランドデザイン 

５ 日高市地域学校協働活動推進委員推薦書 

会 議 の 経 過 １ 委嘱状交付 

  日高市教育委員会より交付 

  

２ 校舎内見学 

  授業や休み時間等、学校の様子について見学 

 

３ 学校運営協議会について 

 青木校長：概要説明 

同じ目標をもって進む組織であることを理解

していただきたい。 

 

４ 会長・副会長の選任 

  会長  栗原 

  副会長 矢野 

 

５ 昨年度の取組について 

 青木校長：地域学校協働本部の組織図の説明、確認 

      活動例の説明、確認 

      ふるさと活き活きネットワークの組織図の説

明、確認 

 

６ 地域学校協働活動推進委員の推薦、承認 

 中野公民館長：推進委員に今野利弘さんを推薦する。 

        →承認 

 

７ 学校運営基本方針の承認 

 半田校長：今年度の学校行事等は、中止ではなく内容を

精選し実施していく。 

      主役は子供である。問題解決能力を高める学

習指導を展開する。 

      効果的なＰＣ活用を図る。 



 青木校長：学習状況調査結果より、本校生徒は学習方略

が低いことがわかったため、授業改善に取り

組んでいる。 

      施設分離型の小中一貫教育の準備を進めてい

る。 

      今年度は、ボランティアの復活を計画してい

る。 

 

８ 今後の日程について 

  ６月２２日（水）１０：００～ 高麗川中学校にて 

１０月２５日の週で調整 

１月２３日の週で調整 

３月６日の週で調整 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           日高市学校運営協議会規則 

（設置） 

第１条 日高市教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律（昭和31年法律第162号。以下「法」という。）第47条の６第１項ただし

書の規定に基づき、日高市学校設置条例（昭和46年条例第40号）に規定する小学校及び

中学校における相互連携その他の運営並びに当該運営への必要な支援に関して協議する

ため、別表左欄に掲げる小学校及び中学校につき、同表右欄の学校運営協議会（以下「協

議会」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 協議会は、法第47条の６第４項から第７項までに規定する事項のほか、前条の設置

の目的に係る協議の対象とする小学校及び中学校（以下「対象学校」という。）につき、

次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）第79条の９第１項の規定により小学

校における教育と中学校における教育を一貫して施すための必要な支援に関すること。 

(2) 小学校及び中学校において相互に密接に連携し、その所在する地域の特色を生かした

教育活動を行うための必要な支援に関すること。 

（法第47条の６第４項の教育委員会規則で定める事項） 

第３条 法第47条の６第４項の教育委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 教育目標及び学校運営に関する事項 

(2) 学校施設の管理に関する事項 

（法第47条の６第７項の教育委員会規則で定める事項） 

第４条 法第47条の６第７項の教育委員会規則で定める事項は、対象学校の職員の採用、転

任及び昇任に関する事項（特定の個人に関するものを除く。）とする。 

（組織） 

第５条 一の協議会は、委員10人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者について、教育委員会が任命する。 

(1) 対象学校の所在する地域の住民 

(2) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者 

(3) 社会教育法（昭和24年法律第207号）第９条の７第１項に規定する地域学校協働活動

推進員その他の対象学校の運営に資する活動を行う者 

(4) 前３号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者  

３ 教育委員会は、前項第１号に掲げる者について委員を任命する際は、公募するものとす

る。 

（任期） 

第６条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補

欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 



（会長及び副会長） 

第７条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 協議会に副会長を置き、会長がこれを指名する。 

３ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

（会議） 

第８条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

（関係者の出席等） 

第９条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明若しくは意

見を聴き、又は関係者から資料の提出を求めることができる。  

（守秘義務） 

第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とす

る。 

（委任） 

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。 

附 則 

１ この規則は、平成31年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日から平成32年３月31日までの間、第６条の規定の適用については

、同条中「２年」とあるのは、「１年」とする。 

 

 


